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附編 

史跡下野谷遺跡整備基本計画策定懇談会 

西東京市国史跡下野谷遺跡整備基本計画策定懇談会設置要綱 

第１ 趣旨 

この要綱は、国史跡下野谷遺跡の整備及び活用に関する国史跡下野谷遺跡整備基本計画（以

下「整備基本計画」という。）の策定について必要な事項を検討するため設置する西東京市国史

跡下野谷遺跡整備基本計画策定懇談会（以下「懇談会」という。）の組織及び運営に関し、必要

な事項を定めるものとする。 

第２ 所掌事項 

懇談会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を西東京市教育委員会教育長（以下「教

育長」という。）に報告する。 

(1) 国史跡下野谷遺跡の整備及び活用に関すること。 

(2) 国史跡下野谷遺跡の整備基本計画の策定に関すること。 

(3) その他教育長が必要と認めること。 

第３ 構成 

懇談会は、次に掲げる委員 13 人以内で構成し、教育長が依頼する。 

(1) 学識経験者 ５人以内 

(2) 西東京市文化財保護審議会条例（平成 13(2001)年西東京市条例第 201 号）第４条に規定す

る文化財保護審議会委員 １人 

(3) 公募による市民 ２人以内 

(4) 下野谷遺跡周辺の自治会長等の地域住民 ２人以内 

(5) その他教育長が委員として適当と認めた行政職員 ３人以内 

２ 委員の任期は、第２の所掌事項の検討結果を教育長に報告した日までとする。 

第４ 座長及び副座長 

懇談会に、座長及び副座長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 座長は、懇談会を代表し、会務を総理する。 

３ 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。 

第５ 会議 

懇談会の会議は、座長が招集する。 

２ 懇談会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。 

３ 懇談会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、座長の決するところ

による。 

４ 座長は、懇談会で必要があると認めるときは、委員以外の者の会議への出席を求め、説明又

は意見を聴くことができる。 

第６ 会議の傍聴 
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懇談会の会議は、原則として傍聴することができる。 

２ 懇談会の会議の傍聴者は、５人以内とする。ただし、座長が認めるときは、これを変更する

ことができる。 

第７ 報償 

第３第１項第１号から第４号までに規定する委員が懇談会の会議に出席したときは、予算の

範囲内で謝金を支払う。 

第８ 庶務 

懇談会の庶務は、教育部社会教育課において処理する。 

第９ その他 

この要綱に定めるもののほか、懇談会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育長が別に定

める。 

附 則 

この要綱は、平成 30(2018)年６月１日から施行する。 
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市民意見提出手続き制度（パブリックコメント）市民意見への検討結果 

 

 

 

○４名から14件の意見の提出

お寄せいただいた意見 市の検討結果 主なページ

1
遺跡というと「難しいもの」というイメー
ジがあるので、もっと身近に感じられるよ
うな整備をしてほしい。

エントランスゾーン・体験ゾーン・集落復元ゾーン・みどりの
ゾーンに分け、史跡の価値や魅力を解説するとともに、縄文文
化を体験・体感・体得できる整備を行います。

Ｐ37
１節(2)

2
ベンチを設置するなど訪れる人が憩える整
備地にしてほしい。

安全・快適・くつろぎの場となるよう、遺構保護や景観に配慮
しつつ、必要な便益施設としてベンチの設置を検討します。

Ｐ46
9節

3
トイレについては、場所とともに安全性や
デザインについての検討が必要である。

トイレについては、場所の変更を含め、安全性や利用しやすさ
などのほか、史跡と調和したデザインとすることを考慮しま
す。

Ｐ40
4節

4

市民参加型の整備の一環として、例えば近
隣のごみ集積場を統一的なデザイン（表
示）にするなど、住民の主体的な参加を促
す取組みができないか。

整備のテーマを「みんなでつくる、つなげる都市部の縄文空
間」として、多くの人との関わりの中で育ちつづける史跡を目
指しており、市民協働事業を検討します。

P36
Ｐ52・53
12・13節

5
史跡管理のため、定期的に点検や見回りを
する必要がある。

管理ボランティアを組織したり、史跡クリーンデーを設けたり
するなど、市民の皆様とともに史跡を管理していくシステムを
構築します。

Ｐ51
11節

6
夜間の安全確保のため、監視システム等の
対策を検討する必要がある。

街灯の設置や防犯対策など夜間の安全性に配慮した内容として
いくとともに、利用ルールの周知・徹底など運用面の対策につ
いて検討します。

Ｐ46
9節

7
下野谷遺跡から近接した場所で縄文土器等
の出土品が見られるようにしてほしい。
【２件】

史跡に近接した場所での展示会やその他の暫定的な対応策も含
めて短期計画の中で検討します。

Ｐ56
14節

8
大型バスを利用する社会科見学での利用に
は駐車場が必要であることから、東伏見公
園周辺の土地を確保してはどうか。

駐車場の整備については長期的な展望が必要な課題となります
ので、学校教育における社会科見学への対応について、周辺地
の一時利用等を含め実施方法を検討します。

Ｐ50
10節

9

公有地化の拡大に伴う飛び地状となる史跡
用地について、景観や安全性の面から、ミ
ニ下野谷遺跡公園化するなどの活用をして
はどうか。

飛び地状となる史跡用地に関しては、周辺の住環境に悪影響を
及ぼすことのないよう管理を徹底します。また、近隣住民のプ
ライバシーに配慮しつつ、史跡としての活用を検討します。

Ｐ51
11節

10
駅の一部にミニ下野谷遺跡公園のようなＰ
Ｒスペースを設置してはどうか。

東伏見駅前の縄文モニュメントなどを活用していくとともに、
「史跡のまち」のＰＲに向けた取組を検討します。

Ｐ50・52
10・12節

11

近隣小学校などを含め、運動など分かりや
すい活動とのコラボレーションを検討する
ことにより、違った価値観が生まれるので
はないか。

多くの人との関わりの中で人やまちとともに成長する史跡整備
を目指しており、学校教育や史跡の周辺地域との連携を密にし
ながら活用事業を実施します。

Ｐ53
13節

12

市民が参加できる事業を期待している。特
に名称について、縄文空間（里山）だとい
うことがわかり、親しみのもてるものを期
待する。

名称を市民公募により付けるなど、市民の皆様とともにつくり
上げ、愛される史跡となるよう市民参加型の事業を実施しま
す。

Ｐ42・53
6・13節

13

SDGs「持続可能な開発目標（Sustainable
Development Goals）」への西東京市の取
り組みのひとつとして、強力に整備を進め
てほしい。

国際社会の普遍的な目標であるSDGsにおける行動目標「世界の
文化遺産及び自然遺産の保護・保全の努力を強化する」に関連
する取組として認識し、事業を実施します。

Ｐ6
4節

パブリックコメント検討結果概要
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用語集 

あ行 

遺 構  いこう 

・過去の人類活動の痕跡を何らかの形で示しているもののうち不動産的なもの。 

過去の建築物、墓や道路などの構築物のほか、水田や畑の跡など生産にかかわった場所、モノ

が廃棄された場所など様々ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石 皿  いしざら  

・磨石とセットで用いられる、堅果類の実などをすりつぶすための道具。 

 

 

遺 跡  いせき 

・過去に人々が活動し、その痕跡が使用したモノ、構築物の跡などとして残されている場所。周

辺の自然環境を遺跡に含むこともある。 

・貝塚や古墳のように、現在も地表にその痕跡が残り目にできるもののほか、地下に埋蔵されて

いるものもあり、「埋蔵文化財包蔵地」とも呼ばれる。現在把握されている埋蔵文化財包蔵地は

「周知の埋蔵文化財包蔵地」とされ、文化財保護法によって開発等の際には届出を行う必要が

ある地域となっている。 

 

 

 

遺 物  いぶつ 

・過去の人類活動の痕跡を何らかの形で示しているものの中

で不動産ではないもの。土器や石器のような人工遺物のほ

か、廃棄された獣骨や木材などの自然遺物もある。  

下野谷遺跡 遺構検出状況（東集落） 

下野谷遺跡 遺物出土状況（東集落）
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SDGｓ えすでぃーじーず 

・Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）の略。17 のグローバルな目標と 169

のターゲットからなる 2015 年 9 月の国連総会で採択された「持続可能な開発のための 2010 ア

ジェンダ」の具体的な行動指針。169 のターゲットの中には、「世界の文化遺産及び自然の遺産

の保護・保全の努力を強化する」が含まれる。 

 

 

か行 

ガイダンス施設  がいだんすしせつ 

・史跡や文化財などへの理解を深めるための解説施設。出土品の展示のほか、管理や活用のため

の拠点としての機能を持つものもある。 

 

 

花粉分析  かふんぶんせき  

・堆積物から検出される花粉を分析し、古植生や環境の復元を行う分析方法。 

 

 

環状集落  かんじょうしゅうらく 

・縄文時代にみられる集落形態で、住居跡が環状ある

いは馬蹄形に分布する。東日本において、縄文時代

中期の大規模遺跡には多くみられる傾向があり、中

期末葉には消滅する。 

・下野谷遺跡では、中央に広場と集団墓地を設け、そ

の周りに竪穴住居や掘立柱建物を配置している。 

・縄文時代の集落構造に起因されたものと解釈する一

方、居住が繰り返し行われた時間的な累積の結果、

環状の形態を形成するという説もある。 

 

 

 

 

拠点集落  きょてんしゅうらく 

・地域の核となるような集落。縄文時代中期の南関東地方では、小中河川に沿って分布する集落

群の中に、規模が大きく長期間継続する集落があり「拠点集落」として位置付けられている。 

  

史跡下野谷遺跡 環状集落（西集落）
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さ行 

史 跡  しせき 

・文化財保護法で示された文化財の種別である記念物のうち、貝塚、古墳、都城跡などの遺跡で、

特に歴史上又は学術的価値の高いものの保存を図るため、文化財保護法に基づき指定されたも

のを「史跡」、その中でも特に重要なものを「特別史跡」とする。これにより現状の改変などが

制限され、保存に必要な管理、保存の措置が講じられる。 

 

 

史跡整備  しせきせいび 

便益施設 べんえきしせつ  

・トイレや水のみ場等利用者の利便性を高める施設。 

 

遺構複製展示 いこうふくせいてんじ  

・実際に検出された遺構を保存のために埋め戻した上で、その真上に遺構模型（レプリカ）を

展示する手法。 

 

遺構復元展示 ふくげんてんじ  

・存在したであろう建築物や構造物などを原寸大で復元する手法。 

 

遺構立体展示 いこうりったいてんじ 

・建物の柱などを材料や等で造形物を一部立ち上げて表現し展示する手法。 

 

遺構平面表示 いこうへいめんひょうじ 

・平面的に遺構の位置や範囲を示す展示手法。 

 

 

集落生態系  しゅうらくせいたいけい 

・自然生態系に対し、人が生活のために周囲の自然に手を加えた結果生まれた、集落周辺の人為

的な生態系。 

 

 

縄文里山  じょうもんさとやま 

・里山とは、長い歴史の中での多様な人間の働きかけを通じて、特有の自然環境・生活文化を形

成する場をいう。 

縄文里山は、縄文人が生活の糧を得るために、手を加えてつくりあげた環境。縄文時代の集落

生態系をさす。 

  



 

7 

 

縄文時代  じょうもんじだい 

・日本列島における考古学による時代区分の一時代。旧石器時代に後続し、弥生時代に先行する。

地質学的には更新世に当たり、世界史的には新石器時代に位置づけられる。 

・縄文土器を用いた時代。16,000 年前から 2,000 年前までの１万年間以上が相当し、定住的な集

落の形成と多種多様な食糧採集に特徴があり、狩猟、漁猟、採集を基本的な生業とする。 

 

＜縄文時代時期区分＞ じょうもんじだいじきくぶん  

・縄文時代は土器の出現によって旧石器時代と画され、稲作農耕の具体的な証拠である水田の

出現によって弥生時代と画される。 

・縄文時代は縄文土器編年によって６期（草創期、早期、前期、中期、後期、晩期）に区分さ

れる。 

・縄文土器（縄文時代）の時期区分 

草創期：約 16,000 年前～（ただし、縄文文化的な型式の変遷が定着するのは草創期後半から） 

早 期：約 11,000 年前～ 

前 期：約 7,200 年前～ 

中 期：約 5,500 年前～ 

後 期：約 4,700 年前～ 

晩 期：約 3,400 年前～（ただし、晩期から弥生時代への移行の様相は地域により相当に異なる） 

上記の年代は、放射性炭素年代測定値を較正した暦年代観に従っている。 

 

＜年代測定＞ ねんだいそくてい 

・遺物に付着した炭などの炭素 14 という元素を用いた「放射性炭素年代測定」が多く用いら

れる。この手法で得られた年代の数値を、他の分析法で得られた数値を用いて暦の年代に変

換することを｢年代（暦年）較正｣といい、変換された年代を「較正年代」「暦年代」という。 

 

＜土器型式と編年＞ どきけいしきとへんねん 

・遺跡から出土した遺物の形や文様から一定の特徴を抽出したまとまりを「型式」といい、そ

の型式が把握された遺跡名を冠した「型式名」（「勝坂式」や「加曽利 E式」など）がつけら

れる。遺物の出土する層位や出土状況から遺物の新旧関係が定まり、地域ごとの併行関係か

ら、地域と時期の物差しとなる「編年」が組まれる。編年は、放射性炭素年代測定法などの

年代測定が、年代測定が絶対年代を示すのに対し、比較による相対年代を示す。 
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西集落の主な土器編年表 
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石 斧  せきふ  

・打ち欠いて作る打製石斧と磨いて作る磨製石斧がある。前者の中には，土堀具として使われた

と考えられているものが多く含まれる。後者は、樹木の伐採等に用いられた斧と考えられてい

る。 

 

石 匙  せっぴ  

・つまみ部分のついた刃器。 

 

双環状集落  そうかんじょうしゅうらく 

・環状集落が近接して２つ以上あると考えられる環状集落。地域の拠点となる大集落に多くみら

れる構造。集落の同時存在性など、不明な点も多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

た行 

竪穴住居（建物）  たてあなじゅうきょ（たてもの） 

・地面を掘りくぼめ、その底面を平らにして床をつくり、

その上に屋根をかけた構造を持つ住居（建物）。床面に

は、炉・カマド・柱穴などがあり、床面は固く踏み固

められている。周囲に「周溝」と呼ばれる溝がめぐる

ものも多い。 

・縄文時代中期の関東地方では円形のものがほとんどで、

下野谷遺跡では直径が４ｍから５ｍのものが多いが、

中には 10ｍを超える大型のものもある。 

上部構造は不明な点も多く、復元住居の作成では、草

葺、樹皮葺、土葺など様々なものが見られる。  

下野谷遺跡 東集落検出竪穴住居（建物）

写真中央は炉 

史跡下野谷遺跡 双環状集落 
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地域博物館  ちいきはくぶつかん 

・総合博物館に対し、地域資料を主な対象とする。地域に所蔵する資料の保存と活用を基本とす

るとともに、より開かれた参加と体験を志向する博物館のあり方。地域文化の創造の拠点とし

て、文化財や歴史資料を守り、有効に活用する場であるとともに、地域住民の学びの場として、

地域の豊かさを育む役割が期待されている。 

・本計画では、主に、下野谷遺跡周辺に必要と考えられる下野谷遺跡のガイダンス機能を有する

ものでありつつ、市域の他の文化財を総合的に扱うものとして、地域の資料を収集、研究、展

示しながら、地域活動の拠点となるような施設を想定している。 

 

 

地下式壙  ちかしきこう  

・竪穴で横に広い空間を持つ施設。古代、中世の葬送の習俗に関わると考えられるものと貯蔵 

のための地下室であった可能性があるものがある。 

・下柳沢遺跡では葬送のためと考えられるもの 40 基以上が検出されている。 

 

 

土器圧痕分析  どきあっこんぶんせき  

・土器に混入している植物種実や昆虫などの痕跡をシリコンなどで型どった後、顕微鏡で観察同

定する分析方法。有機物が残りにくい遺跡には有効な分析方法で、下野谷遺跡でも、ダイズや

エゴマなどが見つかっている。 

 

 

土坑とピット  どこうとぴっと 

・一般に地表面を掘りくぼめた一定の容積を有する円形・楕円形・方形あるいは長方形などの平

面形を呈する穴を土坑という。用途は様々で中には墓とみなされるものもある。より小型のも

のをピットと呼び、区別している。 

 

 

都市型の遺跡保護  としがたのいせきほご  

・都市の中での遺跡を保護のあり方。困難さを考慮したうえで、メリットを活かしていく。
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は行 

VR ぶいあーる 

・Virtual Reality（バーチャル・リアリティ）の略。現実ではないが、機能としての本質は同じ

であるような環境を作り出す技術。 

下野谷遺跡では「VR したのや縄文ミュージアム」というアプリをダウンロードすることで縄文

のムラの風景などのデジタルコンテンツを見ることができ、縄文時代のムラにいるような感覚

をもつことができる。 

 

 

伏甕  ふせがめ 

・意図的に伏せて置かれたような状態で出土した土器。土坑の中から発見されることも多く、人

骨の頭部にかぶせたようにして見つかる例も多いことから、埋葬に関係する可能性が指摘され

ている。 

 

掘立柱建物  ほったてばしらたてもの 

・木造建築物の一つ。柱を直接土坑内にさし入れて建てるもので、通常床は掘りくぼめられてい

ない。柱穴は一定の間隔で直線的に配置される。縄文時代のものでは、柱は 4 本や 6 本のもの

が多い。 

・床が地面につく平地式なのか高床式なのかなど上部構造 

その用途などを含め不明な部分が多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ら行 

礫群  れきぐん 

・旧石器時代の遺構で、焼けた礫が集積したもの。石蒸し料理などに使われたものではないかと

考えられている。下野谷遺跡の旧石器時代の地層からも多く検出されている。 

  

下野谷遺跡で検出された掘立柱建物跡
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史跡下野谷遺跡の整備に関わる法令

文化財保護法（抜粋） 

（昭和二十五年五月三十日法律第二百十四号） 

最終改正：平成三〇年六月八日法律第四二号 

 

   第一章 総則 

（この法律の目的） 

第一条  この法律は、文化財を保存し、且つ、その活用を図

り、もつて国民の文化的向上に資するとともに、世界文化

の進歩に貢献することを目的とする。 

（文化財の定義） 

第二条  この法律で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。 

一  建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その

他の有形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上

価値の高いもの（これらのものと一体をなしてその価値を

形成している土地その他の物件を含む。）並びに考古資料及

びその他の学術上価値の高い歴史資料（以下「有形文化財」

という。） 

二  演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で我が

国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの（以下「無形

文化財」という。） 

三  衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民

俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家

屋その他の物件で我が国民の生活の推移の理解のため欠く

ことのできないもの（以下「民俗文化財」という。） 

四  貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が

国にとつて歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、

峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で我が国にとつて芸術上

又は観賞上価値の高いもの並びに動物（生息地、繁殖地及

び渡来地を含む。）、植物（自生地を含む。）及び地質鉱物（特

異な自然の現象の生じている土地を含む。）で我が国にとつ

て学術上価値の高いもの（以下「記念物」という。） 

五  地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土

により形成された景観地で我が国民の生活又は生業の理解

のため欠くことのできないもの（以下「文化的景観」とい

う。） 

六  周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している

伝統的な建造物群で価値の高いもの（以下「伝統的建造物

群」という。） 

２  この法律の規定（第二十七条から第二十九条まで、第三

十七条、第五十五条第一項第四号、第百五十三条第一項第

一号、第百六十五条、第百七十一条及び附則第三条の規定

を除く。）中「重要文化財」には、国宝を含むものとする。 

３  この法律の規定（第百九条、第百十条、第百十二条、第

百二十二条、第百三十一条第一項第四号、第百五十三条第

一項第七号及び第八号、第百六十五条並びに第百七十一条

の規定を除く。）中「史跡名勝天然記念物」には、特別史跡

名勝天然記念物を含むものとする。 

（政府及び地方公共団体の任務） 

第三条  政府及び地方公共団体は、文化財がわが国の歴史、

文化等の正しい理解のため欠くことのできないものであり、

且つ、将来の文化の向上発展の基礎をなすものであること

を認識し、その保存が適切に行われるように、周到の注意

をもつてこの法律の趣旨の徹底に努めなければならない。 

（国民、所有者等の心構） 

第四条  一般国民は、政府及び地方公共団体がこの法律の目

的を達成するために行う措置に誠実に協力しなければなら

ない。 

２  文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な国民

的財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保

存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的

活用に努めなければならない。 

３  政府及び地方公共団体は、この法律の執行に当つて関係

者の所有権その他の財産権を尊重しなければならない。 

 

（略） 

 

   第六章 埋蔵文化財  

（調査のための発掘に関する届出、指示及び命令） 

第九十二条  土地に埋蔵されている文化財（以下「埋蔵文

化財」という。）について、その調査のため土地を発掘しよ

うとする者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面

をもつて、発掘に着手しようとする日の三十日前までに文

化庁長官に届け出なければならない。ただし、文部科学省

令の定める場合は、この限りでない。 

２  埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めるときは、文

化庁長官は、前項の届出に係る発掘に関し必要な事項及び

報告書の提出を指示し、又はその発掘の禁止、停止若しく

は中止を命ずることができる。 

（土木工事等のための発掘に関する届出及び指示） 

第九十三条  土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的

で、貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として

周知されている土地（以下「周知の埋蔵文化財包蔵地」と

いう。）を発掘しようとする場合には、前条第一項の規定を

準用する。この場合において、同項中「三十日前」とある

のは、「六十日前」と読み替えるものとする。 

２  埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めるときは、文

化庁長官は、前項で準用する前条第一項の届出に係る発掘

に関し、当該発掘前における埋蔵文化財の記録の作成のた

めの発掘調査の実施その他の必要な事項を指示することが

できる。 

（国の機関等が行う発掘に関する特例） 

第九十四条  国の機関、地方公共団体又は国若しくは地方

公共団体の設立に係る法人で政令の定めるもの（以下この
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条及び第九十七条において「国の機関等」と総称する。）が、

前条第一項に規定する目的で周知の埋蔵文化財包蔵地を発

掘しようとする場合においては、同条の規定を適用しない

ものとし、当該国の機関等は、当該発掘に係る事業計画の

策定に当たつて、あらかじめ、文化庁長官にその旨を通知

しなければならない。 

２  文化庁長官は、前項の通知を受けた場合において、埋蔵

文化財の保護上特に必要があると認めるときは、当該国の

機関等に対し、当該事業計画の策定及びその実施について

協議を求めるべき旨の通知をすることができる。 

３  前項の通知を受けた国の機関等は、当該事業計画の策定

及びその実施について、文化庁長官に協議しなければなら

ない。 

４  文化庁長官は、前二項の場合を除き、第一項の通知があ

つた場合において、当該通知に係る事業計画の実施に関し、

埋蔵文化財の保護上必要な勧告をすることができる。 

５  前各項の場合において、当該国の機関等が各省各庁の長

（国有財産法 （昭和二十三年法律第七十三号）第四条第二

項 に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。）であると

きは、これらの規定に規定する通知、協議又は勧告は、文

部科学大臣を通じて行うものとする。 

（埋蔵文化財包蔵地の周知）  

第九十五条 国及び地方公共団体は、周知の埋蔵文化財包蔵

地について、資料の整備その他その周知の徹底を図るため

に必要な措置の実施に努めなければならない。  

２  国は、地方公共団体が行う前項の措置に関し、指導、助

言その他の必要と認められる援助をすることができる。  

（遺跡の発見に関する届出、停止命令等）  

第九十六条 土地の所有者又は占有者が出土品の出土等に

より貝づか、住居跡、古墳その他遺跡と認められるものを

発見したときは、第九十二条第一項の規定による調査に当

たつて発見した場合を除き、その現状を変更することなく、

遅滞なく、文部科学省令の定める事項を記載した書面をも

つて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。た

だし、非常災害のために必要な応急措置を執る場合は、そ

の限度において、その現状を変更することを妨げない。  

２  文化庁長官は、前項の届出があつた場合において、当該

届出に係る遺跡が重要なものであり、かつ、その保護のた

め調査を行う必要があると認めるときは、その土地の所有

者又は占有者に対し、期間及び区域を定めて、その現状を

変更することとなるような行為の停止又は禁止を命ずるこ

とができる。ただし、その期間は、三月を超えることがで

きない。  

３  文化庁長官は、前項の命令をしようとするときは、あら

かじめ、関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。  

４  第二項の命令は、第一項の届出があつた日から起算して

一月以内にしなければならない。  

５  第二項の場合において、同項の期間内に調査が完了せず、

引き続き調査を行う必要があるときは、文化庁長官は、一

回に限り、当該命令に係る区域の全部又は一部について、

その期間を延長することができる。ただし、当該命令の期

間が、同項の期間と通算して六月を超えることとなつては

ならない。  

６  第二項及び前項の期間を計算する場合においては、第一

項の届出があつた日から起算して第二項の命令を発した日

までの期間が含まれるものとする。  

７  文化庁長官は、第一項の届出がなされなかつた場合にお

いても、第二項及び第五項に規定する措置を執ることがで

きる。  

８  文化庁長官は、第二項の措置を執つた場合を除き、第一

項の届出がなされた場合には、当該遺跡の保護上必要な指

示をすることができる。前項の規定により第二項の措置を

執つた場合を除き、第一項の届出がなされなかつたときも、

同様とする。  

９  第二項の命令によつて損失を受けた者に対しては、国は、

その通常生ずべき損失を補償する。  

１０  前項の場合には、第四十一条第二項から第四項までの

規定を準用する。  

（国の機関等の遺跡の発見に関する特例）  

第九十七条 国の機関等が前条第一項に規定する発見をし

たときは、同条の規定を適用しないものとし、第九十二条

第一項又は第九十九条第一項の規定による調査に当たつて

発見した場合を除き、その現状を変更することなく、遅滞

なく、その旨を文化庁長官に通知しなければならない。た

だし、非常災害のために必要な応急措置を執る場合は、そ

の限度において、その現状を変更することを妨げない。  

２  文化庁長官は、前項の通知を受けた場合において、当該

通知に係る遺跡が重要なものであり、かつ、その保護のた

め調査を行う必要があると認めるときは、当該国の機関等

に対し、その調査、保存等について協議を求めるべき旨の

通知をすることができる。  

３  前項の通知を受けた国の機関等は、文化庁長官に協議し

なければならない。  

４  文化庁長官は、前二項の場合を除き、第一項の通知があ

つた場合において、当該遺跡の保護上必要な勧告をするこ

とができる。  

５  前各項の場合には、第九十四条第五項の規定を準用する。  

（文化庁長官による発掘の施行）  

第九十八条 文化庁長官は、歴史上又は学術上の価値が特に

高く、かつ、その調査が技術的に困難なため国において調

査する必要があると認められる埋蔵文化財については、そ

の調査のため土地の発掘を施行することができる。  

２  前項の規定により発掘を施行しようとするときは、文化

庁長官は、あらかじめ、当該土地の所有者及び権原に基づ

く占有者に対し、発掘の目的、方法、着手の時期その他必

要と認める事項を記載した令書を交付しなければならない。  
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３  第一項の場合には、第三十九条（同条第三項において準

用する第三十二条の二第五項の規定を含む。）及び第四十一

条の規定を準用する。  

（地方公共団体による発掘の施行）  

第九十九条 地方公共団体は、文化庁長官が前条第一項の規

定により発掘を施行するものを除き、埋蔵文化財について

調査する必要があると認めるときは、埋蔵文化財を包蔵す

ると認められる土地の発掘を施行することができる。  

２  地方公共団体は、前項の発掘に関し、事業者に対し協力

を求めることができる。  

３  文化庁長官は、地方公共団体に対し、第一項の発掘に関

し必要な指導及び助言をすることができる。  

４  国は、地方公共団体に対し、第一項の発掘に要する経費

の一部を補助することができる。 

 

（略） 

 

   第七章 史跡名勝天然記念物 

（指定） 

第百九条  文部科学大臣は、記念物のうち重要なものを史跡、

名勝又は天然記念物（以下「史跡名勝天然記念物」と総称

する。）に指定することができる。 

２  文部科学大臣は、前項の規定により指定された史跡名勝

天然記念物のうち特に重要なものを特別史跡、特別名勝又

は特別天然記念物（以下「特別史跡名勝天然記念物」と総

称する。）に指定することができる。 

３  前二項の規定による指定は、その旨を官報で告示すると

ともに、当該特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記

念物の所有者及び権原に基づく占有者に通知してする。 

４  前項の規定により通知すべき相手方が著しく多数で個

別に通知し難い事情がある場合には、文部科学大臣は、同

項の規定による通知に代えて、その通知すべき事項を当該

特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の所在地

の市町村の事務所又はこれに準ずる施設の掲示場に掲示す

ることができる。この場合においては、その掲示を始めた

日から二週間を経過した時に同項の規定による通知が相手

方に到達したものとみなす。 

５  第一項又は第二項の規定による指定は、第三項の規定に

よる官報の告示があつた日からその効力を生ずる。ただし、

当該特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の所

有者又は権原に基づく占有者に対しては、第三項の規定に

よる通知が到達した時又は前項の規定によりその通知が到

達したものとみなされる時からその効力を生ずる。 

６  文部科学大臣は、第一項の規定により名勝又は天然記念

物の指定をしようとする場合において、その指定に係る記

念物が自然環境の保護の見地から価値の高いものであると

きは、環境大臣と協議しなければならない。 

（仮指定） 

第百十条  前条第一項の規定による指定前において緊急の

必要があると認めるときは、都道府県の教育委員会（当該

記念物が指定都市の区域内に存する場合にあつては、当該

指定都市の教育委員会。第百三十三条を除き、以下この章

において同じ。）は、史跡名勝天然記念物の仮指定を行うこ

とができる。 

２  前項の規定により仮指定を行つたときは、都道府県の教

育委員会は、直ちにその旨を文部科学大臣に報告しなけれ

ばならない。 

３  第一項の規定による仮指定には、前条第三項から第五項

までの規定を準用する。 

（所有権等の尊重及び他の公益との調整） 

第百十一条  文部科学大臣又は都道府県の教育委員会は、第

百九条第一項若しくは第二項の規定による指定又は前条第

一項の規定による仮指定を行うに当たつては、特に、関係

者の所有権、鉱業権その他の財産権を尊重するとともに、

国土の開発その他の公益との調整に留意しなければならな

い。 

２  文部科学大臣又は文化庁長官は、名勝又は天然記念物に

係る自然環境の保護及び整備に関し必要があると認めると

きは、環境大臣に対し、意見を述べることができる。この

場合において、文化庁長官が意見を述べるときは、文部科

学大臣を通じて行うものとする。 

３  環境大臣は、自然環境の保護の見地から価値の高い名勝

又は天然記念物の保存及び活用に関し必要があると認める

ときは、文部科学大臣に対し、又は文部科学大臣を通じ文

化庁長官に対して意見を述べることができる。 

（解除） 

第百十二条  特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記

念物がその価値を失つた場合その他特殊の事由のあるとき

は、文部科学大臣又は都道府県の教育委員会は、その指定

又は仮指定を解除することができる。 

２  第百十条第一項の規定により仮指定された史跡名勝天

然記念物につき第百九条第一項の規定による指定があつた

とき、又は仮指定があつた日から二年以内に同項の規定に

よる指定がなかつたときは、仮指定は、その効力を失う。 

３  第百十条第一項の規定による仮指定が適当でないと認

めるときは、文部科学大臣は、これを解除することができ

る。 

４  第一項又は前項の規定による指定又は仮指定の解除に

は、第百九条第三項から第五項までの規定を準用する。 

（管理団体による管理及び復旧） 

第百十三条  史跡名勝天然記念物につき、所有者がないか若

しくは判明しない場合又は所有者若しくは第百十九条第二

項の規定により選任された管理の責めに任ずべき者による

管理が著しく困難若しくは不適当であると明らかに認めら

れる場合には、文化庁長官は、適当な地方公共団体その他

の法人を指定して、当該史跡名勝天然記念物の保存のため

必要な管理及び復旧（当該史跡名勝天然記念物の保存のた

め必要な施設、設備その他の物件で当該史跡名勝天然記念
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物の所有者の所有又は管理に属するものの管理及び復旧を

含む。）を行わせることができる。 

２  前項の規定による指定をするには、文化庁長官は、あら

かじめ、指定しようとする地方公共団体その他の法人の同

意を得なければならない。 

３  第一項の規定による指定は、その旨を官報で告示すると

ともに、当該史跡名勝天然記念物の所有者及び権原に基づ

く占有者並びに指定しようとする地方公共団体その他の法

人に通知してする。 

４  第一項の規定による指定には、第百九条第四項及び第五

項の規定を準用する。 

第百十四条  前条第一項に規定する事由が消滅した場合そ

の他特殊の事由があるときは、文化庁長官は、管理団体の

指定を解除することができる。 

２  前項の規定による解除には、前条第三項並びに第百九条

第四項及び第五項の規定を準用する。 

第百十五条  第百十三条第一項の規定による指定を受けた

地方公共団体その他の法人（以下この章（第百三十三条の

二第一項を除く。）及び第百八十七条第一項第三号において

「管理団体」という。）は、文部科学省令の定める基準によ

り、史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境

界標、囲いその他の施設を設置しなければならない。 

２  史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その

土地の所在、地番、地目又は地積に異動があつたときは、

管理団体は、文部科学省令の定めるところにより、文化庁

長官にその旨を届け出なければならない。 

３  管理団体が復旧を行う場合は、管理団体は、あらかじめ、

その復旧の方法及び時期について当該史跡名勝天然記念物

の所有者（所有者が判明しない場合を除く。）及び権原に基

づく占有者の意見を聞かなければならない。 

４  史跡名勝天然記念物の所有者又は占有者は、正当な理由

がなくて、管理団体が行う管理若しくは復旧又はその管理

若しくは復旧のため必要な措置を拒み、妨げ、又は忌避し

てはならない。 

第百十六条  管理団体が行う管理及び復旧に要する費用は、

この法律に特別の定めのある場合を除いて、管理団体の負

担とする。 

２  前項の規定は、管理団体と所有者との協議により、管理

団体が行う管理又は復旧により所有者の受ける利益の限度

において、管理又は復旧に要する費用の一部を所有者の負

担とすることを妨げるものではない。 

３  管理団体は、その管理する史跡名勝天然記念物につき観

覧料を徴収することができる。 

第百十七条  管理団体が行う管理又は復旧によつて損失を

受けた者に対しては、当該管理団体は、その通常生ずべき

損失を補償しなければならない。 

２  前項の補償の額は、管理団体（管理団体が地方公共団体

であるときは、当該地方公共団体の教育委員会）が決定す

る。 

３  前項の規定による補償額については、第四十一条第三項

の規定を準用する。 

４  前項で準用する第四十一条第三項の規定による訴えに

おいては、管理団体を被告とする。 

第百十八条  管理団体が行う管理には、第三十条、第三十一

条第一項及び第三十三条の規定を、管理団体が行う管理及

び復旧には、第三十五条及び第四十七条の規定を、管理団

体が指定され、又はその指定が解除された場合には、第五

十六条第三項の規定を準用する。 

（所有者による管理及び復旧） 

第百十九条  管理団体がある場合を除いて、史跡名勝天然記

念物の所有者は、当該史跡名勝天然記念物の管理及び復旧

に当たるものとする。 

２  前項の規定により史跡名勝天然記念物の管理に当たる

所有者は、当該史跡名勝天然記念物の適切な管理のため必

要があるときは、第百九十二条の二第一項に規定する文化

財保存活用支援団体その他の適当な者を専ら自己に代わり

当該史跡名勝天然記念物の管理の責めに任ずべき者（以下

この章及び第百八十七条第一項第三号において「管理責任

者」という。）に選任することができる。この場合には、第

三十一条第三項の規定を準用する。 

第百二十条  所有者が行う管理には、第三十条、第三十一条

第一項、第三十二条、第三十三条並びに第百十五条第一項

及び第二項（同条第二項については、管理責任者がある場

合を除く。）の規定を、所有者が行う管理及び復旧には、第

三十五条及び第四十七条の規定を、所有者が変更した場合

の権利義務の承継には、第五十六条第一項の規定を、管理

責任者が行う管理には、第三十条、第三十一条第一項、第

三十二条第三項、第三十三条、第四十七条第四項及び第百

十五条第二項の規定を準用する。 

（管理に関する命令又は勧告） 

第百二十一条  管理が適当でないため史跡名勝天然記念物

が滅失し、き損し、衰亡し、又は盗み取られるおそれがあ

ると認めるときは、文化庁長官は、管理団体、所有者又は

管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その

他管理に関し必要な措置を命じ、又は勧告することができ

る。 

２  前項の場合には、第三十六条第二項及び第三項の規定を

準用する。 

（復旧に関する命令又は勧告） 

第百二十二条  文化庁長官は、特別史跡名勝天然記念物がき

損し、又は衰亡している場合において、その保存のため必

要があると認めるときは、管理団体又は所有者に対し、そ

の復旧について必要な命令又は勧告をすることができる。 

２  文化庁長官は、特別史跡名勝天然記念物以外の史跡名勝

天然記念物が、き損し、又は衰亡している場合において、

その保存のため必要があると認めるときは、管理団体又は
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所有者に対し、その復旧について必要な勧告をすることが

できる。 

３  前二項の場合には、第三十七条第三項及び第四項の規定

を準用する。 

（文化庁長官による特別史跡名勝天然記念物の復旧等の施行） 

第百二十三条  文化庁長官は、次の各号のいずれかに該当す

る場合においては、特別史跡名勝天然記念物につき自ら復

旧を行い、又は滅失、き損、衰亡若しくは盗難の防止の措

置をすることができる。 

一  管理団体、所有者又は管理責任者が前二条の規定によ

る命令に従わないとき。 

二  特別史跡名勝天然記念物がき損し、若しくは衰亡して

いる場合又は滅失し、き損し、衰亡し、若しくは盗み取

られるおそれのある場合において、管理団体、所有者又

は管理責任者に復旧又は滅失、き損、衰亡若しくは盗難

の防止の措置をさせることが適当でないと認められると

き。 

２  前項の場合には、第三十八条第二項及び第三十九条から

第四十一条までの規定を準用する。 

（補助等に係る史跡名勝天然記念物譲渡の場合の納付金） 

第百二十四条  国が復旧又は滅失、き損、衰亡若しくは盗難

の防止の措置につき第百十八条及び第百二十条で準用する

第三十五条第一項の規定により補助金を交付し、又は第百

二十一条第二項で準用する第三十六条第二項、第百二十二

条第三項で準用する第三十七条第三項若しくは前条第二項

で準用する第四十条第一項の規定により費用を負担した史

跡名勝天然記念物については、第四十二条の規定を準用す

る。 

（現状変更等の制限及び原状回復の命令） 

第百二十五条  史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更

し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするとき

は、文化庁長官の許可を受けなければならない。ただし、

現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要

な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為について

は影響の軽微である場合は、この限りでない。 

２  前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、文部科学

省令で定める。 

３  第一項の規定による許可を与える場合には、第四十三条

第三項の規定を、第一項の規定による許可を受けた者には、

同条第四項の規定を準用する。 

４  第一項の規定による処分には、第百十一条第一項の規定

を準用する。 

５  第一項の許可を受けることができなかつたことにより、

又は第三項で準用する第四十三条第三項の許可の条件を付

せられたことによつて損失を受けた者に対しては、国は、

その通常生ずべき損失を補償する。 

６  前項の場合には、第四十一条第二項から第四項までの規

定を準用する。 

７  第一項の規定による許可を受けず、又は第三項で準用す

る第四十三条第三項の規定による許可の条件に従わないで、

史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響

を及ぼす行為をした者に対しては、文化庁長官は、原状回

復を命ずることができる。この場合には、文化庁長官は、

原状回復に関し必要な指示をすることができる。 

（関係行政庁による通知） 

第百二十六条  前条第一項の規定により許可を受けなけれ

ばならないこととされている行為であつてその行為をする

について、他の法令の規定により許可、認可その他の処分

で政令に定めるものを受けなければならないこととされて

いる場合において、当該他の法令において当該処分の権限

を有する行政庁又はその委任を受けた者は、当該処分をす

るときは、政令の定めるところにより、文化庁長官（第百

八十四条第一項又は第百八十四条の二第一項の規定により

前条第一項の規定による許可を都道府県又は市町村の教育

委員会が行う場合には、当該都道府県又は市町村の教育委

員会）に対し、その旨を通知するものとする。 

（復旧の届出等） 

第百二十七条  史跡名勝天然記念物を復旧しようとすると

きは、管理団体又は所有者は、復旧に着手しようとする日

の三十日前までに、文部科学省令の定めるところにより、

文化庁長官にその旨を届け出なければならない。ただし、

第百二十五条第一項の規定により許可を受けなければなら

ない場合その他文部科学省令の定める場合は、この限りで

ない。 

２  史跡名勝天然記念物の保護上必要があると認めるとき

は、文化庁長官は、前項の届出に係る史跡名勝天然記念物

の復旧に関し技術的な指導と助言を与えることができる。 

（環境保全） 

第百二十八条  文化庁長官は、史跡名勝天然記念物の保存の

ため必要があると認めるときは、地域を定めて一定の行為

を制限し、若しくは禁止し、又は必要な施設をすることを

命ずることができる。 

２  前項の規定による処分によつて損失を受けた者に対し

ては、国は、その通常生ずべき損失を補償する。 

３  第一項の規定による制限又は禁止に違反した者には、第

百二十五条第七項の規定を、前項の場合には、第四十一条

第二項から第四項までの規定を準用する。 

（管理団体による買取りの補助） 

第百二十九条  管理団体である地方公共団体その他の法人

が、史跡名勝天然記念物の指定に係る土地又は建造物その

他の土地の定着物で、その管理に係る史跡名勝天然記念物

の保存のため特に買い取る必要があると認められるものを

買い取る場合には、国は、その買取りに要する経費の一部

を補助することができる。 

２  前項の場合には、第三十五条第二項及び第三項並びに第

四十二条の規定を準用する。 

（史跡名勝天然記念物保存活用計画の認定） 

第百二十九条の二  史跡名勝天然記念物の管理団体又は所

有者は、文部科学省令で定めるところにより、史跡名勝天
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然記念物の保存及び活用に関する計画（以下「史跡名勝天

然記念物保存活用計画」という。）を作成し、文化庁長官の

認定を申請することができる。 

２  史跡名勝天然記念物保存活用計画には、次に揚げる事項

を記載するものとする。 

一  当該史跡名勝天然記念物の名称及び所在地 

二  当該史跡名勝天然記念物の保存及び活用のために行

う具体的な措置の内容 

三  計画期間 

四  その他文部科学省令で定める事項 

３  前項第二号に揚げている事項には、当該史跡名勝天然記

念物の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関する事項

を記載することができる。 

４  文化庁長官は、第一項の規定による認定の申請があつた

場合において、その史跡名勝天然記念物保存活用計画が次

の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、

その認定をするものとする。 

一  当該史跡名勝天然記念物保存活用計画の実施が当該

跡名勝天然記念物の保存及び活用に寄与するものである

と認められること。 

二  円滑かつ確実に実施されると見込まれるものである

こと。 

三  第百八十三条の二第一項の規定する文化財保存活用

大綱又は第百八十三条の五第一項に規定する認定文化財

保存活用地域計画が定められているときは、これらに照

らし適切なものであること。 

四  当該史跡名勝天然記念物保存活用計画に前項に規定

する事項が記載されている場合には、その内容が史跡名

勝天然記念物の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為を

適切に行うために必要なものとして文部科学省令で定め

る基準に適合するものであること。 

５  文化庁長官は、前項の認定をしたときは、遅滞なく、そ

の旨を当該認定を申請した者に通知しなければならない。。 

（認定を受けた史跡名勝天然記念物保存活用計画の変更） 

第百二十九条の三  前条の第四項の認定を受けた史跡名勝

天然記念物の管理団体又は所有者は、当該認定を受けた史

跡名勝天然記念物保存活用計画の変更（文部科学省令で定

める軽微な変更を除く。）をしようとするときは、文化庁長

官の認定を受けなければならない。 

２  前条第四項及び第五項の規定は、前項の認定について準

用する。 

（現状変更等の許可の特例） 

第百二十九条の四  第百二十九条の二第三項に規定する事

項が記載された史跡名勝天然記念物保存活用計画が同条第

四項の認定（前条第一項の変更の認定を含む。以下この章

及び第百五十三条第二項第二十三号において同じ。）を受け

た場合において、当該史跡名勝天然記念物の現状変更又は

保存に影響を及ぼす行為をその記載された事項の内容に即

して行うに当たり、第百二十五条第一項の許可を受けなけ

ればならないときは、同項の規定にかかわらず、当該現状

変更又は保存に影響を及ぼす行為が終了した後遅滞なく、

文部科学省令で定めるところにより、その旨を文化庁長官

に届け出ることをもつて足りる。 

（認定史跡名勝天然記念物保存活用計画の実施状況に関する

報告の徴収） 

第百二十九条の五  文化庁長官は、第百二十九条の二第四項

の認定を受けた史跡名勝天然記念物の管理団体又は所有者

に対し、当該認定を受けた史跡名勝天然記念物保存活用計

画（変更があつたときは、その変更後のもの。次条第一項

及び第百二十九条の七において「認定史跡名勝天然記念物

保存活用計画」という。）の実施の状況について報告を求め

ることができる。 

（認定の取消し） 

第百二十九条の六  文化庁長官は、認定史跡名勝天然記念物

保存活用計画が第百二十九条の二第四項各号のいずれかに

適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すこ

とができる。 

２  文化庁長官は、前項の規定により認定を取り消したとき

は、遅滞なく、その旨を当該認定を受けていた者に通知し

なければならない。 

（管理団体等への指導又は助言） 

第百二十九条の七  都道府県及び市町村の教育委員会は、史

跡名勝天然記念物の管理団体又は所有者の求めに応じ、史

跡名勝天然記念物保存活用計画の作成及び認定史跡名勝天

然記念物保存活用計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な

指導又は助言をすることができる。 

２  文化庁長官は史跡名勝天然記念物の管理団体又は所有

者の求めに応じ、史跡名勝天然記念物保存活用計画の作成

及び認定史跡名勝天然記念物保存活用計画の円滑かつ確実

な実施に関し必要な指導又は助言をするように努めなけれ

ばならない。 

（保存のための調査） 

第百三十条  文化庁長官は、必要があると認めるときは、管

理団体、所有者又は管理責任者に対し、史跡名勝天然記念

物の現状又は管理、復旧若しくは環境保全の状況につき報

告を求めることができる。 

第百三十一条  文化庁長官は、次の各号のいずれかに該当す

る場合において、前条の報告によつてもなお史跡名勝天然

記念物に関する状況を確認することができず、かつ、その

確認のため他に方法がないと認めるときは、調査に当たる

者を定め、その所在する土地又はその隣接地に立ち入つて

その現状又は管理、復旧若しくは環境保全の状況につき実

地調査及び土地の発掘、障害物の除却その他調査のため必

要な措置をさせることができる。ただし、当該土地の所有

者、占有者その他の関係者に対し、著しい損害を及ぼすお

それのある措置は、させてはならない。 

一  史跡名勝天然記念物に関する現状変更又は保存に影

響を及ぼす行為の許可の申請があつたとき。 
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二  史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡しているとき。 

三  史跡名勝天然記念物が滅失し、き損し、衰亡し、又は

盗み取られるおそれのあるとき。 

四  特別の事情によりあらためて特別史跡名勝天然記念

物又は史跡名勝天然記念物としての価値を調査する必

要があるとき。 

２  前項の規定による調査又は措置によつて損失を受けた

者に対しては、国は、その通常生ずべき損失を補償する。 

３  第一項の規定により立ち入り、調査する場合には、第五

十五条第二項の規定を、前項の場合には、第四十一条第二

項から第四項までの規定を準用する。 

（登録記念物） 

第百三十二条  文部科学大臣は、史跡名勝天然記念物（第百

十条第一項に規定する仮指定を都道府県の教育委員会が行

つたものを含む。）以外の記念物（第百八十二条第二項に規

定する指定を地方公共団体が行つているものを除く。）のう

ち、その文化財としての価値にかんがみ保存及び活用のた

めの措置が特に必要とされるものを文化財登録原簿に登録

することができる。 

２  前項の規定による登録には、第五十七条第二項及び第三

項、第百九条第三項から第五項まで並びに第百十一条第一

項の規定を準用する。 

第百三十三条  前条の規定により登録された記念物（以下

「登録記念物」という。）については、第五十九条第一項か

ら第五項まで、第六十四条、第六十八条、第百十一条第二

項及び第三項並びに第百十三条から第百二十条までの規定

を準用する。この場合において、第五十九条第一項中「第

二十七条第一項の規定により重要文化財に指定したとき」

とあるのは「第百九条第一項の規定により史跡名勝天然記

念物に指定したとき（第百十条第一項に規定する仮指定を

都道府県の教育委員会（当該記念物が指定都市の区域内に

存する場合にあつては、当該指定都市の教育委員会）が行

つたときを含む。）」と、同条第四項中「所有者に通知する」

とあるのは「所有者及び権原に基づく占有者に通知する。

ただし、通知すべき相手方が著しく多数で個別に通知し難

い事情がある場合には、文部科学大臣は、当該通知に代え

て、その通知すべき事項を当該登録記念物の所在地の市町

村の事務所又はこれに準ずる施設の掲示場に掲示すること

ができる。この場合においては、その掲示を始めた日から

二週間を経過した時に当該通知が相手方に到達したものと

みなす」と、同条第五項中「抹消には、前条第二項の規定

を準用する」とあるのは「抹消は、前項の規定による官報

の告示があつた日からその効力を生ずる。ただし、当該登

録記念物の所有者又は権原に基づく占有者に対しては、前

項の規定による通知が到達した時又は同項の規定によりそ

の通知が到達したものとみなされる時からその効力を生ず

る」と、第百十三条第一項中「不適当であると明らかに認

められる場合には」とあるのは「不適当であることが明ら

かである旨の関係地方公共団体の申出があつた場合には、

関係地方公共団体の意見を聴いて」と、第百十八条及び第

百二十条中「第三十条、第 三十一条第一項」とあるのは「第

三十一条第一項」と、「準用する」とあるのは「準用する。

この場合において、第三十一条第一項中「並びにこれに基

いて発する文部科学省令及び文化庁長官の指示に従い」と

あるのは「及びこれに基づく文部科学省令に従い」と読み

替えるものとする」と、第百十八条中「第三十五条及び第

四十七条の規定を、管理団体が指定され、又はその指定が

解除された場合には、第五十六条第三項」とあるのは「第

四十七条第四項」と、第百二十条中「第三十五条及び第四

十七条の規定を、所有者が変更した場合の権利義務の承継

には、第五十六条第一項」とあるのは「第四十七条第四項」

と読み替えるものとする。 

（登録記念物保存活用計画の認定） 

第百三十三条の二  登録記念物の管理団体（前条において準

用する第百十三条第一項の規定による指定を受けた地方公

共団体その他の法人をいう。）又は所有者は、文部科学省令

で定めるところにより、登録記念物の保存及び活用に関す

る計画（以下「登録記念物保存活用計画」という。）を作成

し、文化庁長官の認定を申請することができる。 

２  登録記念物保存活用計画には、次に揚げる事項を記載す

るものとする。 

一  当該登録記念物の名称及び所在地 

二  当該登録記念物の保存及び活用のために行う具体的

な措置の内容 

三  計画期間 

四  その他文部科学省令で定める事項 

３  前項第二号に揚げている事項には、当該登録記念物の現

状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関する事項を記載す

ることができる。 

４  文化庁長官は、第一項の規定による認定の申請があつた

場合において、その登録記念物保存活用計画が次の各号の

いずれにも適合するものであると認めるときは、その認定

をするものとする。 

一  当該登録記念物保存活用計画の実施が当該登録記念

物の保存及び活用に寄与するものであると認められるこ

と。 

二  円滑かつ確実に実施されると見込まれるものである

こと。 

三  第百八十三条の二第一項の規定する文化財保存活用

大綱又は第百八十三条の五第一項に規定する認定文化財

保存活用地域計画が定められているときは、これらに照

らし適切なものであること。 

四  当該登録記念物保存活用計画に前項に規定する事項

が記載されている場合には、その内容が登録記念物の現

状変更又は保存に影響を及ぼす行為を適切に行うために

必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合する

ものであること。 

５  文化庁長官は、前項の認定をしたときは、遅滞なく、そ

の旨を当該認定を申請した者に通知しなければならない。。 
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（現状変更等の届出の特例） 

第百三十三条の三  前条第三項に規定する事項が記載され

た登録記念物保存活用計画が同条第四項の認定（次条にお

いて準用する第六十七条の三第一項の変更の認定を含む。

第百五十三条第二項第二十四号において同じ。）を受けた場

合において、当該登録記念物の現状変更をその記載された

事項の内容に即して行うに当たり、第百三十三条において

準用する第六十四条第一項の規定による届出を行わなけれ

ばならないときは、同項の規定にかかわらず、当該現状変

更終了した後遅滞なく、文部科学省令で定めるところによ

り、その旨を文化庁長官に届け出ることをもつて足りる。 

（準用） 

第百三十三条の四  登録記念物保存活用計画については、第

六十七条の三及び第六十七条の五から第六十七条の七まで

の規定を準用する。この場合において、第六十七条の三第

一項中「前条第四項」とあるのは「第百三十三条の二第四

項」と、同条第二項中「前条第四項及び第五項」とあるの

は「第百三十三条の二第四項及び第五項」と、第六十七条

の五中「第六十七条の二第四項」とあるのは「第百三十三

条の二第四項」と、第六十七条の一項中「第六十七条の二

第四項各号」とあるのは「第百三十三条の二第四項各号」

と読み替えるものとする。 

 

文化財保護法施行令（抜粋） 
（昭和五十年九月九日政令第二百六十七号） 

最終更新：平成三一年一月三〇日公布 

（平成三一年政令第百一八号）改正 

 

第五条 
 

４ 次に掲げる文化庁長官の権限に属する事務は、都道府県

の教育委員会（第一号イからリまで及びルに掲げる現状変

更等が市の区域（法第百十五条第一項に規定する管理団体

（以下この条及び次条第二項第一号イにおいて単に「管理

団体」という。）が都道府県である史跡名勝天然記念物の管

理のための計画（以下この条並びに次条第二項第一号イ及

びハにおいて「管理計画」という。）を当該都道府県の教育

委員会が定めている区域を除く。以下この項において「市

の特定区域」という。）内において行われる場合、第一号ヌ

に掲げる現状変更等を行う動物園又は水族館が市の特定区

域内に存する場合並びに同号ヲに規定する指定区域が市の

特定区域内に存する場合にあつては、当該市の教育委員会

（当該市が特定地方公共団体である場合にあつては、当該

市の長。以下この条において同じ。））が行うこととする。 

 一 次に掲げる現状変更等（イからチまでに掲げるものに

あつては、史跡名勝天然記念物の指定に係る地域内にお

いて行われるものに限る。）に係る法第百二十五条第一項

並びに同条第三項において準用する法第四十三条第三項

及び第四項の規定による許可及びその取消し並びに停止

命令 

イ 小規模建築物（階数が二以下で、かつ、地階を有しな

い木造又は鉄骨造の建築物であつて、建築面積（増築又

は改築にあつては、増築又は改築後の建築面積）が百二

十平方メートル以下のものをいう。ロにおいて同じ。）で

二年以内の期間を限つて設置されるものの新築、増築又

は改築 

ロ 小規模建築物の新築、増築又は改築（増築又は改築に

あつては、建築の日から五十年を経過していない小規模

建築物に係るものに限る。）であつて、指定に係る地域の

面積が百五十ヘクタール以上である史跡名勝天然記念物

に係る都市計画法（昭和四十三年法律第百号）第八条第

一項第一号の第一種低層住居専用地域、第二種低層住居

専用地域又は田園住居地域におけるもの 

ハ 工作物（建築物を除く。以下このハにおいて同じ。）の

設置若しくは改修（改修にあつては、設置の日から五十

年を経過していない工作物に係るものに限る。）又は道路

の舗装若しくは修繕（それぞれ土地の掘削、盛土、切土

その他土地の形状の変更を伴わないものに限る。） 

ニ 法第百十五条第一項（法第百二十条及び第百七十二条

第五項において準用する場合を含む。）に規定する史跡名

勝天然記念物の管理に必要な施設の設置又は改修 

ホ 電柱、電線、ガス管、水管、下水道管その他これらに

類する工作物の設置又は改修 

ヘ 建築物等の除却（建築又は設置の日から五十年を経過

していない建築物等に係るものに限る。） 

ト 木竹の伐採（名勝又は天然記念物の指定に係る木竹に

ついては、危険防止のため必要な伐採に限る。） 

チ 史跡名勝天然記念物の保存のため必要な試験材料の採

取 

リ 天然記念物に指定された動物の個体の保護若しくは生

息状況の調査又は当該動物による人の生命若しくは身体

に対する危害の防止のため必要な捕獲及び当該捕獲した

動物の飼育、当該捕獲した動物への標識若しくは発信機

の装着又は当該捕獲した動物の血液その他の組織の採取 

ヌ 天然記念物に指定された動物の動物園又は水族館相互

間における譲受け又は借受け 

ル 天然記念物に指定された鳥類の巣で電柱に作られたも

の（現に繁殖のために使用されているものを除く。）の除

却 

ヲ イからルまでに掲げるもののほか、史跡名勝天然記念

物の指定に係る地域のうち指定区域（当該史跡名勝天然

記念物の管理計画を都道府県の教育委員会（当該管理計

画が市の区域（管理団体が当該都道府県である史跡名勝

天然記念物の指定に係る地域内の区域に限る。）又は町村

の区域（次条第七項に規定する特定認定市町村である町

村であつて同条第二項に規定する事務を行うこととされ

たものにあつては、管理団体が当該都道府県である史跡

名勝天然記念物の指定に係る地域内の区域に限る。）を対

象とする場合に限る。）又は市の教育委員会（当該管理計

画が市の特定区域を対象とする場合に限る。）が定めてい

る区域のうち当該都道府県又は市の教育委員会の申出に

係るもので、現状変更等の態様、頻度その他の状況を勘

案して文化庁長官が指定する区域をいう。）における現状

変更等 

二 法第百三十条（法第百七十二条第五項において準用す

る場合を含む。）及び第百三十一条の規定による調査及び

調査のため必要な措置の施行（前号イからヌまでに掲げ

る現状変更等に係る法第百二十五条第一項の規定による

許可の申請に係るものに限る。） 

 

 

特別史跡名勝天然記念物及び史跡勝天然記念
物指定基準（抜粋） 
（昭和二十六年五月十日文化財保護委員会告示第二号） 
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最終改正：平成八年一〇月二八日文部省告示第一八五号 

 

史跡 
左に掲げるもののうち我が国の歴史の正しい理解のために欠

くことができず、かつ、その遺跡の規模、遺構、出土遺物等

において、学術上価値あるもの 

一 貝塚、集落跡、古墳その他この類の遺跡 

二 都城跡、国郡庁跡、城跡、官公庁、戦跡その他政治に関

する遺跡 

三 社寺の跡又は旧境内その他祭祀信仰に関する遺跡 

四 学校、研究施設、文化施設その他教育・学術・文化に関

する遺跡 

五 医療・福祉施設、生活関連施設その他社会・生活に関す

る遺跡 

六 交通・通信施設、治山・治水施設、生産施設その他経済・

生産活動に関する遺跡 

七 墳墓及び碑 

八 旧宅、園池その他特に由緒のある地域の類 

九 外国及び外国人に関する遺跡 

 

特別史跡 
史跡のうち学術上の価値が特に高く、わが国文化の象徴たる

もの 

 

名勝 
左に掲げるもののうちわが国のすぐれた国土美として欠くこ

とのできないものであつて、その自然的なものにおいては、

風致景観の優秀なもの、名所的あるいは学術的価値の高いも

の、また人文的なものにおいては、芸術的あるいは学術的価

値の高いもの 

一 公園、庭園 

二 橋梁、築堤 

三 花樹、花草、紅葉、緑樹などの叢生する場所 

四 鳥獣、魚虫などの棲息する場所 

五 岩石、洞穴 

六 峡谷、瀑布、溪流、深淵 

七 湖沼、湿原、浮島、湧泉 

八 砂丘、砂嘴、海浜、島嶼 

九 火山、温泉 

十 山岳、丘陵、高原、平原、河川 

十一 展望地点 

 
特別名勝 
名勝のうち価値が特に高いもの 

天然記念物 
左に掲げる動物植物及び地質鉱物のうち学術上貴重で、わが

国の自然を記念するもの 

一 動物 

(一)日本特有の動物で著名なもの及びその棲息地 

(二)特有の産ではないが、日本著名の動物としてその保存

を必要とするもの及びその棲息地 

(三)自然環境における特有の動物又は動物群聚 

(四)日本に特有な畜養動物 

(五)家畜以外の動物で海外よりわが国に移殖され現時野生

の状態にある著名なもの及びその棲息地 

(六)特に貴重な動物の標本 

二 植物 

(一)名木、巨樹、老樹、畸形木、栽培植物の原木、並木、

社叢 

(二)代表的原始林、稀有の森林植物相 

(三)代表的高山植物帯、特殊岩石地植物群落 

(四)代表的な原野植物群落 

(五)海岸及び沙地植物群落の代表的なもの 

(六)泥炭形成植物の発生する地域の代表的なもの 

(七)洞穴に自生する植物群落 

(八)池泉、温泉、湖沼、河、海等の珍奇な水草類、藻類、

蘚苔類、微生物等の生ずる地域 

(九)着生草木の著しく発生する岩石又は樹木 

(十)著しい植物分布の限界地 

(十一)著しい栽培植物の自生地 

(十二)珍奇又は絶滅に瀕した植物の自生地 

三 地質鉱物 

(一)岩石、鉱物及び化石の産出状態 

(二)地層の整合及び不整合 

(三)地層の褶曲及び衝上 

(四)生物の働きによる地質現象 

(五)地震断層など地塊運動に関する現象 

(六)洞穴 

(七)岩石の組織 

(八)温泉並びにその沈澱物 

(九)風化及び侵蝕に関する現象 

(十)硫気孔及び火山活動によるもの 

(十一)氷雪霜の営力による現象 

(十二)特に貴重な岩石、鉱物及び化石の標本 

四 保護すべき天然記念物に富んだ代表的一定の区域(天然

保護区域) 

 
特別天然記念物 
天然記念物のうち世界的に又国家的に価値が特に高いもの 

 

 

特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記
念物の管理に関する届出書等に関する規則（抜

粋） 
（昭和二十六年三月八日文化財保護委員会規則第八号） 

最終改正：平成一七年三月二八日号外文部科学省令第一一号 

 

 

（管理責任者選任の届出書の記載事項） 

第一条  文化財保護法 （昭和二十五年法律第二百十四号。

以下「法」という。）第百十九条第二項 で準用する法第三

十一条第三項 の規定による管理責任者を選任したときの

届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。 

一  史跡（特別史跡を含む。以下同じ。）、名勝（特別名勝

を含む。以下同じ。）又は天然記念物（特別天然記念物

を含む。以下同じ。）の別及び名称 

二  指定年月日 

三  史跡、名勝又は天然記念物の所在地 

四  所有者の氏名又は名称及び住所 

五  管理責任者の氏名及び住所 

六  管理責任者の職業及び年令 

七  選任の年月日 

八  選任の事由 

九  その他参考となるべき事項 
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（管理責任者解任の届出書の記載事項） 

第二条  法第百十九条第二項 で準用する法第三十一条第三

項 の規定による管理責任者を解任したときの届出の書面に

は、次に掲げる事項を記載するものとする。 

一  史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称 

二  指定年月日 

三  史跡、名勝又は天然記念物の所在地 

四  所有者の氏名又は名称及び住所 

五  管理責任者の氏名及び住所 

六  解任の年月日 

七  解任の事由 

八  新管理責任者の選任に関する見込みその他参考とな

るべき事項 

（所有者変更の届出書の記載事項等） 

第三条  法第百二十条 で準用する法第三十二条第一項 の規

定による所有者が変更したときの届出の書面には、次に掲

げる事項を記載するものとする。 

一  史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称 

二  指定年月日 

三  史跡、名勝又は天然記念物の所在地 

四  旧所有者の氏名又は名称及び住所 

五  新所有者の氏名又は名称及び住所 

六  所有者の変更が指定地域の一部に係る場合は、当該地

域の地番、地目及び地積 

七  変更の年月日 

八  変更の事由 

九  その他参考となるべき事項 

２  前項の書面には、所有権の移転を証明する書類を添える

ものとする。 

（管理責任者変更の届出書の記載事項） 

第四条  法第百二十条 で準用する法第三十二条第二項 の規

定による管理責任者を変更したときの届出の書面には、次

に掲げる事項を記載するものとする。 

一  史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称 

二  指定年月日 

三  史跡、名勝又は天然記念物の所在地 

四  所有者の氏名又は名称及び住所 

五  旧管理責任者の氏名及び住所 

六  新管理責任者の氏名及び住所 

七  新管理責任者の職業及び年令 

八  変更の年月日 

九  変更の事由 

十  その他参考となるべき事項 

（所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所変更の

届出書の記載事項） 

第五条  法第百二十条 で準用する法第三十二条第三項 の規

定による所有者又は管理責任者が氏名若しくは名称又は住

所を変更したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記

載するものとする。 

一  史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称 

二  指定年月日 

三  史跡、名勝又は天然記念物の所在地 

四  管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地 

五  変更前の氏名若しくは名称又は住所 

六  変更後の氏名若しくは名称又は住所 

七  変更の年月日 

八  その他参考となるべき事項 

（史跡、名勝又は天然記念物の滅失、き損等の届出書の記載

事項等） 

第六条  法第百十八条 、第百二十条及び第百七十二条第五

項で準用する法第三十三条 の規定による史跡、名勝又は天

然記念物の全部又は一部が滅失し、き損し、若しくは衰亡

し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときの届出

の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。 

一  史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称 

二  指定年月日 

三  史跡、名勝又は天然記念物の所在地 

四  所有者の氏名又は名称及び住所 

五  管理責任者がある場合は、その氏名及び住所 

六  管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地 

七  滅失、き損、衰亡、亡失又は盗難（以下「滅失、き損

等」という。）の事実の生じた日時 

八  滅失、き損等の事実の生じた当時における管理の状況 

九  滅失、き損等の原因並びにき損の場合は、その箇所及

び程度 

十  き損の場合は、き損の結果当該史跡、名勝又は天然記

念物がその保存上受ける影響 

十一  滅失、き損等の事実を知つた日 

十二  滅失、き損等の事実を知つた後に執られた措置その

他参考となるべき事項 

２  前項の書面には、滅失、き損等の状態を示すキヤビネ型

写真及び図面を添えるものとする。 

（土地の所在等の異動の届出） 

第七条  法第百十五条第二項 （法第百二十条 及び第百七十

二条第五項 で準用する場合を含む。）の規定による土地の所

在等の異動の届出は、前条第一項第一号から第六号までに

掲げる事項並びに異動前の土地の所在、地番、地目又は地

積及び異動後の土地の所在、地番、地目又は地積その他参

考となるべき事項を記載した書面をもつて、異動のあつた

のち三十日以内に行わなければならない。 

２  地番、地目又は地積の異動が分筆による場合は、当該土

地に係る登記事項証明書及び登記所に備えられた地図の写

本を前項の書面に添えるものとする。 

（国の所有に属する史跡、名勝又は天然記念物の管理に関す

る通知書の記載事項等） 

第八条  国の所有に属する史跡、名勝又は天然記念物の管理

に関する通知の書面については、法第百六十七条第一項第

一号 及び第二号 の場合に係るときは第三条 の規定を、法第

百六十七条第一項第三号 の場合に係るときは第六条 の規

定を、法第百六十七条第一項第七号 の場合に係るときは前

条の規定を準用する。 

 

 

特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記
念物の復旧の届出に関する規則（抜粋） 
（昭和二十九年六月二十九日文化財保護委員会規則第九号） 

最終改正：平成一七年三月二八日号外文部科学省令第一一号 
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（復旧の届出） 

第一条  文化財保護法 （昭和二十五年法律第二百十四号。

以下「法」という。）第百二十七条第一項 の規定による届出

は、次に掲げる事項を記載した書面をもつて行うものとす

る。 

一  史跡（特別史跡を含む。以下同じ。）名勝（特別名勝

を含む。以下同じ。）又は天然記念物（特別天然記念物を

含む。以下同じ。）の別及び名称 

二  指定年月日 

三  史跡、名勝又は天然記念物の所在地 

四  所有者の氏名又は名称及び住所 

五  権原に基づく占有者の氏名又は名称及び住所 

六  管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地 

七  管理責任者がある場合は、その氏名及び住所 

八  復旧を必要とする理由 

九  復旧の内容及び方法 

十  復旧の着手及び終了の予定時期 

十一  復旧施工者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏

名並びに事務所の所在地 

十二  その他参考となるべき事項 

２  前項の届出の書面には、左に掲げる書類、写真及び図面

を添えるものとする。 

一  設計仕様書 

二  復旧をしようとする箇所を表示した当該復旧に係る

地域又は復旧をしようとする箇所の写真及び図面 

三  復旧をしようとする者が管理団体であるときは、所有

者及び権原に基く占有者の意見書 

（届出書及びその添附書類等の記載事項等の変更） 

第二条  前条第一項の届出の書面又は同条第二項の書類又

は写真若しくは図面に記載し、又は表示した事項を変更し

ようとするときは、あらかじめ文化庁長官にその旨を届け

出なければならない。 

（終了の報告） 

第三条  法第百二十七条第一項 の規定により届出を行つた

者は、届出に係る復旧が終了したときは、その結果を示す

写真及び図面を添えて、遅滞なくその旨を文化庁長官に報

告するものとする。 

（復旧の届出を要しない場合） 

第四条  法第百二十七条第一項 ただし書の規定により届出

を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合と

する。 

一  法第百十八条 又は第百二十条 で準用する法第三十五

条第一項 の規定による補助金の交付を受けて復旧を行

うとき。 

二  法第百二十二条第一項 又は第二項 の規定による命令

又は勧告を受けて復旧を行うとき。 

三  法第百二十五条第一項 の規定による現状変更等の許

可を受けて復旧を行うとき。 

（国の所有に属する史跡、名勝又は天然記念物の復旧の通知） 

第五条  法第百六十七条第一項第五号 の規定による史跡、

名勝又は天然記念物の復旧の通知には、第一条から第三条

までの規定を準用する。 

２  法第百六十七条第一項第五号 括弧書の規定により史跡、

名勝又は天然記念物の復旧について通知を要しない場合は、

次の各号のいずれかに該当する場合とする。 

一  法第百六十八条第一項第一号 又は第二項 の規定によ

る同意を得て復旧を行うとき。 

二  法第百六十九条第一項第二号 の規定による勧告を受

けて復旧を行うとき。 

 

 

 

 

 

特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記
念物の現状変更等の許可申請等に関する規則
（抜粋） 

（昭和二十六年七月十三日文化財保護委員会規則第十号） 

最終改正：平成二七年一二月二一日文部科学省令第三六号 

 

（許可の申請） 

第一条  文化財保護法 （昭和二十五年法律第二百十四号。

以下「法」という。）第百二十五条第一項 の規定による許可

を受けようとする者（以下「許可申請者」という。）は、次

に掲げる事項を記載した許可申請書を文化庁長官（法第百

八十四条第一項第二号 及び文化財保護法施行令 （昭和五十

年政令第二百六十七号。以下「令」という。）第五条第四項

第一号 の規定により当該許可を都道府県又は市の教育委員

会が行う場合には、当該都道府県又は市の教育委員会）に

提出しなければならない。 

一  史跡（特別史跡を含む。以下同じ。）、名勝（特別名

勝を含む。以下同じ。）又は天然記念物（特別天然記念

物を含む。以下同じ。）の別及び名称 

二  指定年月日 

三  史跡、名勝又は天然記念物の所在地 

四  所有者の氏名又は名称及び住所 

五  権原に基づく占有者の氏名又は名称及び住所 

六  管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在

地 

七  管理責任者がある場合は、その氏名及び住所 

八  許可申請者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏

名並びに事務所の所在地 

九  史跡、名勝又は天然記念物の現状変更又は保存に影

響を及ぼす行為（以下「現状変更等」という。）を必要

とする理由 

十  現状変更等の内容及び実施の方法 

十一  現状変更等により生ずる物件の滅失若しくはき損

又は景観の変化その他現状変更等が史跡、名勝又は天然

記念物に及ぼす影響に関する事項 

十二  現状変更等の着手及び終了の予定時期 

十三  現状変更等に係る地域の地番 

十四  現状変更等に係る工事その他の行為の施行者の氏

名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の

所在地 

十五  その他参考となるべき事項 

２  埋蔵文化財の調査のための土地の発掘を内容とする現

状変更等の場合における許可申請書には、前項各号に掲げ

る事項の外、左に掲げる事項を記載するものとする。 

一  発掘担当者の氏名及び住所並びに経歴 
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二  出土品の処置に関する希望 

（許可申請書の添附書類等） 

第二条  前条の許可申請書には、左に掲げる書類、図面及び

写真を添えなければならない。 

一  現状変更等の設計仕様書及び設計図 

二  現状変更等に係る地域及びこれに関連する地域の地番

及び地ぼうを表示した実測図 

三  現状変更等に係る地域のキヤビネ型写真 

四  現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料が

あるときは、その資料 

五  許可申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の

承諾書 

六  許可申請者が権原に基く占有者以外の者であるときは、

その占有者の承諾書 

七  管理団体がある場合において、許可申請者が管理団体

以外の者であるときは、管理団体の意見書 

八  管理責任者がある場合において、許可申請者が管理責

任者以外の者であるときは、管理責任者の意見書 

九  前条第二項の場合において、許可申請者が発掘担当者

以外の者であるときは、発掘担当者の発掘担当承諾書 

２  前項第二号の実測図及び同項第三号の写真には、現状変

更等をしようとする箇所を表示しなければならない。 

（終了の報告） 

第三条  法第百二十五条第一項 の規定による許可を受けた

者は、当該許可に係る現状変更等を終了したときは、遅滞

なくその旨を文化庁長官（法第百八十四条第一項第二号 及

び令第五条第四項第一号 の規定により当該許可を都道府県

又は市の教育委員会が行つた場合には、当該都道府県又は

市の教育委員会）に報告するものとする。 

２  前項の終了の報告には、その結果を示す写真又は見取図

を添えるものとする。 

（維持の措置の範囲） 

第四条  法第百二十五条第一項 ただし書の規定により現状

変更について許可を受けることを要しない場合は、次の各

号のいずれかに該当する場合とする。 

一  史跡、名勝又は天然記念物がき損し、又は衰亡してい

る場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該

史跡、名勝又は天然記念物をその指定当時の原状（指定

後において現状変更等の許可を受けたものについては、

当該現状変更等の後の原状）に復するとき。 

二  史跡、名勝又は天然記念物がき損し、又は衰亡してい

る場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するた

め応急の措置をするとき。 

三  史跡、名勝又は天然記念物の一部がき損し、又は衰亡

し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合

において、当該部分を除去するとき。 

（国の機関による現状変更等） 

第五条  各省各庁の長その他の国の機関が、史跡、名勝又は

天然記念物の現状変更等について、法第百六十八条第一項

第一号 又は第二項 の規定による同意を求めようとする場

合には第一条 及び第二条 の規定を、法第百六十八条第一項

第一号 又は第二項 の規定による同意を受けた場合には第

三条 の規定を準用する。 

２  法第百六十八条第三項 で準用する法第百二十五条第一

項 ただし書の規定により現状変更について同意を求めるこ

とを要しない場合は、前条各号に掲げる場合とする。 

（管理計画） 

第六条  令第五条第四項の管理計画には、次に掲げる事項を

記載するものとする。 

一  史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称 

二  指定年月日 

三  史跡、名勝又は天然記念物の所在地 

四  管理計画を定めた教育委員会 

五  史跡、名勝又は天然記念物の管理の状況 

六  史跡、名勝又は天然記念物の管理に関する基本方針 

七  史跡、名勝又は天然記念物の現状変更等の許可の基準

及びその適用区域 

八  その他参考となるべき事項 

２  管理計画には、史跡、名勝又は天然記念物の許可の基準

の適用区域を示す図面を添えるものとする。 

 
 
文化財保護法施行令第五条第四項第一号イか
らルまでに掲げる史跡名勝天然記念物の現状
変更等の許可の事務の処理基準（抜粋） 
（平成一二年四月二八日文部大臣裁定） 

（平成二七年一二月二一日最終改正） 

 

Ⅰ 共通事項 

(一) 現状変更等が「市」と当該市以外の「市」又は「町村」

とにまたがって行われる場合には、現状変更等の許可申請

は、許可の権限を有するそれぞれの都道府県又は市の教育

委員会が受理し、許可の事務を行う。この場合には、関係

教育委員会相互間において、必要に応じ、適宜連絡調整を

行うものとする。なお、令第五条第四項の規定により号項

各号に掲げる事務のうち市の区域に係るものを都道府県の

教育委員会が行う場合においては、「市」と当該市以外の「市」

又は「町村」とにまたがって行われる場合であっても、現

状変更等の許可申請は、許可の権限を有する都道府県の教

育委員会が受理し、許可の事務を行う。 

(二) 次の場合には、当該現状変更等の許可をすることがで

きない。 

① 史跡名勝天然記念物の適切な保存活用等のために策定

された「保存活用計画（保存管理計画）」に定められた保

存（保存管理）の基準に反する場合 

② 史跡名勝天然記念物の滅失、毀損又は衰亡のおそれが

ある場合 

③ 史跡名勝天然記念物の景観又は価値を著しく減じると

認められる場合 

④ 地域を定めて指定した天然記念物に関し、指定対象で

ある動植物の生息環境又は生態系全体に対して著しい影

響を与えるおそれがある場合 

(三) 都道府県又は市の教育委員会に対する現状変更等の許

可申請の審査のため、地方公共団体等が事前に発掘調査を

行う場合は、当該発掘調査の実施につき文化財保護法(昭和

二五年法律第二一四号。以下「法」という。)第百二十五条

第一項の規定による文化庁長官の許可を要する。 

(四) 都道府県又は市の教育委員会が現状変更等の許可をす

るに当たっては、法第百二十五条第三項において準用する
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法第四三条第三項の規定により、許可の条件として次の例

のような指示をすることができる。なお、当該許可の条件

として指示した発掘調査の実施については、改めて現状変

更等の許可を要しない。 

① 当該現状変更等の事前に発掘調査を行うこと。 

② 当該現状変更等に際し、関係教育委員会の職員の立会

いを求めること。 

③ 重要な遺構などが発見された場合は、設計変更等によ

り、その保存を図ること。 

④ 当該現状変更等の実施に当たっては、関係教育委員会

の指示を受けること。 

⑤ 当該現状変更等の許可申請書又は添附した書類、図面

若しくは写真の記載事項又は表示事項のうち、現状変更等

の内容及び実施の方法の変更、許可申請者の変更などの実

質的な変更については、改めて現状変更等の許可を申請す

ること。ただし、許可申請者の住所や事務所の所在地の変

更など実質的な変更ではないものについては、その旨を報

告すること。 

⑥ 当該現状変更等を終了したときは、遅滞なくその旨を

報告すること。 

Ⅱ 個別事項 

一 令第五条第四項第一号イ関係 

(一) 「建築面積」とは、建築基準法施行令(昭和二五年政

令第三三八号)第二条第一項第二号に定める建築面積をい

う。 

(二) 次の場合は、本号による許可の事務の範囲に含まれな

い。 

① 新築については、小規模建築物の設置期間の更新があ

らかじめ予想される場合 

② 増築又は改築については、増築又は改築部分の設置期

間が本体である建築物の新築を完了した日から二年を超

える場合 

③ 新築、増築又は改築については、当該新築等に伴う土

地の掘削、盛土、切土その他土地の形状の変更が、当該新

築等に必要な最小限度のやむを得ない規模を超える場合 

(三) 新築、増築又は改築の際に木竹の伐採を伴う場合には、

当該木竹の伐採について、別途、法第百二十五条第一項の

規定による文化庁長官の許可又は令第五条第四項第一号ト

による都道府県又は市の教育委員会の許可を要する(法第

百二十五条第一項ただし書の維持の措置である場合を除

く。)。 

(四) 新築、増築又は改築の際に除却を伴う場合には、「新築

及び除却」、「増築及び除却」又は「改築及び除却」として

許可の申請をさせ、除却と併せて許可をするものとする。 

二 令第五条第四項第一号ロ関係 

(一) 新築、増築又は改築に伴う土地の掘削、盛土、切土そ

の他土地の形状の変更が、新築等に必要な最小限度のやむ

を得ない規模を超える場合には、本号による許可の事務の

範囲に含まれない。 

(二) 新築、増築又は改築の際に木竹の伐採を伴う場合には、

当該木竹の伐採について、別途、法第百二十五条第一項の

規定による文化庁長官の許可又は令第五条第四項第一号ト

による都道府県又は市の教育委員会の許可を要する(法第

百二十五条第一項ただし書の維持の措置である場合を除

く。)。 

 

三 令第五条第四項第一号ハ関係 

(一) 「工作物」には、次のものを含む。 

① 小規模建築物に附随する門、生け垣又は塀 

② 既設の道路に設置される電柱、道路標識、信号機又は

ガードレール 

③ 小規模な観測・測定機器 

④ 木道 

(二) 「道路」には、道路法(昭和二七年法律第一八〇号)第

三条各号に掲げる道路(ただし、道路と一体となってその効

用を全うする施設及び道路の附属物で当該道路に附属して

設けられているものを除く。)のほか、農道、林道、漁港関

連道を含む。 

(三) 「道路の舗装」とは、既設の未舗装の道路の舗装をい

う。 

(四) 「道路の修繕」とは、既設の舗装又は未舗装の道路の

破損、劣化等に対応して行われる部分的な修復その他これ

に類する工事をいう。 

(五) 道路についての「土地の形状の変更」には、道路の幅

員の拡幅、路床の削平、側溝の設置及び道路の構造の変更

に伴うものを含む。 

(六) 工作物の設置又は改修の際に木竹の伐採を伴う場合に

は、当該木竹の伐採について、別途、法第百二十五条第一

項の規定による文化庁長官の許可又は令第五条第四項第一

号トによる都道府県又は市の教育委員会の許可を要する

(法第百二十五条第一項ただし書の維持の措置である場合

を除く。)。 

四 令第五条第四項第一号ニ関係 

(一) 「史跡名勝天然記念物の管理に必要な施設」とは、法

第百十五条第一項の標識、説明板、境界標、囲さくその他

の施設をいう。 

(二) 設置又は改修に伴う土地の掘削、盛土、切土その他土

地の形状の変更が、設置等に必要な最小限度のやむを得な

い規模を超える場合には、本号による許可の事務の範囲に

含まれない。 

(三) 標識、説明板、標柱、注意札、境界標又は囲さくその

他の施設であって、史跡名勝天然記念物標識等設置基準規

則(昭和二九年文化財保護委員会規則第七号)に定める基準

に合致しないものについては、その設置又は改修の許可を

することができない。 

五 令第五条第四項第一号ホ関係 

(一) 「電線」には、配電管内の電線及び電話線等の通信線

を含む。 

(二) 「その他これらに類する工作物」には、側溝、街渠、

集水ます及び電線共同溝を含む。 

(三) 設置又は改修に伴う土地の掘削、盛土、切土、その他

土地の形状の変更が、設置又は改修に必要な最小限度のや

むを得ない規模を超える場合には、本号による許可の事務

の範囲に含まれない。 

六 令第五条第四項第一号ヘ関係 

(一) 除却に伴う土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状

の変更が、除却に必要な最小限度のやむを得ない規模を超

える場合には、本号の許可の事務の範囲に含まれない。 

(二) 除却の際に木竹の伐採を伴う場合には、当該木竹の伐

採について、別途、法第百二十五条第一項の規定による文
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化庁長官の許可又は令第五条第四項第一号トによる都道府

県又は市の教育委員会の許可を要する（法第百二十五条第

一項ただし書の維持の措置である場合を除く。）。 

七 令第五条第四項第一号ト関係 

(一) 「木竹の伐採」とは、幹を切ること及び枝を切断して

除去することをいう。 

(二) 「危険防止のため必要な伐採」とは、倒木や落枝によ

って人身又は建物に危害が及ぶ危険性の高い場合における

危険防止に必要な最小限度のやむを得ない程度の伐採をい

う。 

(三) 木竹の伐採が、法第百二十五条第一項ただし書の維持

の措置である場合には、許可を要しない。 
 

 

史跡名勝天然記念物標識等設置基準規則（抜粋） 
（昭和二十九年六月二十九日文化財保護委員会規則第七号） 

最終改正：平成二七年九月一一日文部科学省令第三〇号 

 

（標識） 

第一条  文化財保護法 （昭和二十五年法律第二百十四号。

以下「法」という。）第百十五条第一項 （法第百二十条 及

び第百七十二条第五項 で準用する場合を含む。以下同じ。）

の規定により設置すべき標識は、石造とするものとする。

ただし、特別の事情があるときは、金属、コンクリート、

木材その他石材以外の材料をもつて設置することを妨げな

い。 

２  前項の標識には、次に掲げる事項を彫り、又は記載する

ものとする。 

一  史跡、名勝又は天然記念物の別（特別史跡、特別名勝

又は特別天然記念物の別を表示することを妨げない。）及

び名称 

二  文部科学省（仮指定されたものについては、仮指定を

行つた都道府県又は地方自治法（昭和二十二年法律第六十

七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市の教育委員

会の名称）の文字（所有者又は管理団体の氏名又は名称を

併せて表示することを妨げない。） 

三  指定又は仮指定の年月日 

四  建設年月日 

３  第一項の標識の表面の外、裏面又は側面を使用する場合

には、前項第二号から第四号に掲げる事項は裏面又は側面

に、裏面及び側面を使用する場合には、前項第二号に掲げ

る事項は裏面に前項第三号及び第四号に掲げる事項は側面

に、それぞれ表示するものとする。 

（説明板） 

第二条  法第百十五条第一項 の規定により設置すべき説明

板には、次に掲げる事項を平易な表現を用いて記載するも

のとする。 

一  特別史跡若しくは史跡、特別名勝若しくは名勝又は特

別天然記念物若しくは天然記念物の別及び名称 

二  指定又は仮指定の年月日 

三  指定又は仮指定の理由 

四  説明事項 

五  保存上注意すべき事項 

六  その他参考となるべき事項 

２  前項の説明板には、指定又は仮指定に係る地域を示す図

面を掲げるものとする。但し、地域の定がない場合その他特

に地域を示す必要のない場合は、この限りでない。 

（標柱及び注意札） 

第三条  前条第一項第四号又は第五号に掲げる事項が指定

又は仮指定に係る地域内の特定の場所又は物件に係る場合

で特に必要があるときは、当該場所若しくは物件を標示す

る標柱又は当該場所若しくは物件の保存上注意すべき事項

を記載した注意札を設置するものとする。 

（境界標） 

第四条  法第百十五条第一項 の規定により設置すべき境界

標は、石造又はコンクリート造とする。 

２  前項の境界標は、十三センチメートル角の四角柱とし、

地表からの高さは三十センチメートル以上とするものとす

る。 

３  第一項の境界標の上面には指定又は仮指定に係る地域

の境界を示す方向指示線を、側面には史跡境界、名勝境界

又は天然記念物境界の文字（特別史跡境界、特別名勝境界

又は特別天然記念物境界の文字とすることを妨げない。）及

び文部科学省の文字を彫るものとする。 

４  第一項の境界標は、指定又は仮指定に係る地域の境界線

の屈折する地点その他境界線上の主要な地点に設置するも

のとする。 

（標識等の形状等） 

第五条  第一条から前条までに定めるものの外、標識、説明

板、標柱、注意札又は境界標の形状、員数、設置場所その

他これらの施設の設置に関し必要な事項は、当該史跡、名

勝又は天然記念物の管理のため必要な程度において、環境

に調和するよう設置者が定めるものとする。 

（囲いその他の施設） 

第六条  法第百十五条第一項 の規定により設置すべき囲い

その他の施設については、前条の規定を準用する。 

 

 

 

文化財保護法及び文化財保護法施行令の一部
改正について（抜粋） 
（平成一二年三月一〇日庁保伝第一四号各都道府県教育委員

会あて文化庁次長通知） 

 

第三 史跡名勝天然記念物関係 

一 史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可等 

史跡名勝天然記念物の現状変更等に関する事務(法第八〇条)

は、次のとおり、都道府県又は市の教育委員会が決定受託事

務として行うこととしたこと(法第九九条第一項第二号並び

に令第五条第一項第二号、第四項第一号、第五項及び第六項)。 

○ 都道府県又は市の教育委員会が史跡名勝天然記念物の

現状変更等の許可等の事務を処理するに当たりよるべき

基準(新地方自治法第二四五条の九)については、追って定

める予定である。 

○ 史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可等に関する資

料の提出については、別途依頼する予定である。 
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○ 史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可又は不許可の

処分についての不服申立てに対する裁決又は決定は、公開

による意見の聴取をした後でなければしてはならない(法

第八五条の三)(第八 二参照)。 

○ 都道府県又は市の教育委員会が行った史跡名勝天然記

念物の現状変更等の許可の事務によって損失を受けた者

に対する損失補償については、当該事務が法定受託事務で

あることから、国が行うこととなる(法第九九条第四

項)(第八 四参照)。 

(一) 史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可等 

(ⅰ) 史跡名勝天然記念物に関し、指定地域内において行

われる次に掲げる現状変更等に係る許可及びその取消し

並びに停止命令は、都道府県(市の区域内における現状変

更等については、当該市)の教育委員会が行う(法第九九条

第一項第二号及び令第五条第四項第一号イからヘまで)。 

① 三か月以内の期間を限って設置される小規模建築物

(階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造又は鉄骨造

の建築物であって、建築面積が一二〇m2以下のものをいう。

②において同じ。)の新築、増築、改築又は除却(同号イ) 

② 指定面積が一五〇ヘクタール以上の史跡名勝天然記念

物の指定地域内の第一種及び第二種低層住居専用地域に

おける小規模建築物の新築又は建築後五〇年以内の小規

模建築物の増築、改築若しくは除却(同号ロ) 

③ 土地の形状を変更しないで行われる、ⅰ)建築物以外の

工作物の設置若しくは設置後五〇年以内の建築物以外の

工作物の改修若しくは除却又はⅱ)道路の舗装若しくは修

繕(同号ハ) 

④ 管理団体等による史跡名勝天然記念物の管理に必要な

標識その他の施設の設置、改修又は除却(同号ニ) 

⑤ 埋設されている電線、ガス管、水管又は下水道管の改

修(同号ホ) 

⑥ 木竹の伐採(名勝又は天然記念物に関しては、危険防止

のため必要な伐採に限る。)(同号へ)  

 
 
屋外広告物法（抜粋） 
（昭和二十四年六月三日法律第百八十九号） 

最終改正：平成三〇年五月三〇日号外法律第三三号 

 

   第一章 総則 

（目的） 

第一条  この法律は、良好な景観を形成し、若しくは風致を

維持し、又は公衆に対する危害を防止するために、屋外広

告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置並びにこ

れらの維持並びに屋外広告業について、必要な規制の基準

を定めることを目的とする。 

（定義） 

第二条  この法律において「屋外広告物」とは、常時又は一

定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであつて、

看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、

建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並

びにこれらに類するものをいう。 

２  この法律において「屋外広告業」とは、屋外広告物（以

下「広告物」という。）の表示又は広告物を掲出する物件（以

下「掲出物件」という。）の設置を行う営業をいう。 

 

   第二章 広告物等の制限 

（広告物の表示等の禁止） 

第三条  都道府県は、条例で定めるところにより、良好な景

観又は風致を維持するために必要があると認めるときは、

次に掲げる地域又は場所について、広告物の表示又は掲出

物件の設置を禁止することができる。 

一  都市計画法 （昭和四十三年法律第百号）第二章 の規

定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層

住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層

住居専用地域、景観地区、風致地区又は伝統的建造物群保

存地区 

二  文化財保護法 （昭和二十五年法律第二百十四号）第

二十七条 又は第七十八条第一項 の規定により指定され

た建造物の周囲で、当該都道府県が定める範囲内にある地

域、同法第百九条第一項 若しくは第二項 又は第百十条第

一項 の規定により指定され、又は仮指定された地域及び

同法第百四十三条第二項 に規定する条例の規定により市

町村が定める地域 

三  森林法 （昭和二十六年法律第二百四十九号）第二十

五条第一項第十一号 に掲げる目的を達成するため保安林

として指定された森林のある地域 

四  道路、鉄道、軌道、索道又はこれらに接続する地域で、

良好な景観又は風致を維持するために必要があるものと

して当該都道府県が指定するもの 

五  公園、緑地、古墳又は墓地 

六  前各号に掲げるもののほか、当該都道府県が特に指定

する地域又は場所 

  

２  都道府県は、条例で定めるところにより、良好な景観又

は風致を維持するために必要があると認めるときは、次に

掲げる物件に広告物を表示し、又は掲出物件を設置するこ

とを禁止することができる。 

一  橋りよう 

二  街路樹及び路傍樹 

三  銅像及び記念碑 

四  景観法 （平成十六年法律第百十号）第十九条第一項 

の規定により指定された景観重要建造物及び同法第二十

八条第一項 の規定により指定された景観重要樹木 
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